
議案第３４号 

 

   専決処分事項の指定についての一部を改正することについて 

 

次のとおり専決処分事項の指定についての一部を改正することについて議決を求める。 

 

専決処分事項の指定について（昭和５４年第１０５号議決）の一部を次のように改正す

る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条の規定により、次の事項は市長において専決する

ことができる。 

 ～（略） 

  地方自治法第２４３条の２第８項の規定に基

  づき、職員の賠償責任を免除しようとする場合

  において当該賠償責任の金額が１０万円以下の

  ものを免除すること。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条の規定により、次の事項は市長において専決する

ことができる。 

 ～（略） 

  地方自治法第２４３条の２第４項の規定に基

  づき、職員の賠償責任を免除しようとする場合

  において当該賠償責任の金額が１０万円以下の

  ものの免除すること。 
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      提 案 理 由 

 地方自治法の一部改正に伴い、専決処分事項の指定について所要の改正をしたいので、

地方自治法第１１２条及び和光市議会会議規則第１４条の規定により、この案を提出する

ものである。 


